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株主優待基準の一部変更に関するお知らせ 

当社は、平成 30 年 2 月 23 日開催の取締役会において、株主優待基準の一部変更について決議

いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

記 

１．変更の背景 

平成 30 年 7 月 1 日を効力発生日として実施する単元株式数の変更ならびに株式併合を実施

することにともなうものであります。 

２．変更の時期 

 平成 30 年 12 月 31 日現在の当社株主名簿に記載または記録された株主さまより適用を開始 

いたします。 

３．変更の内容 

株式併合の割合（5 株を 1 株にする併合）に応じて株主優待基準における所有株式数を変更

いたします。従いまして、現在、株主優待をご利用いただいている株主さまにおかれましては、

優待内容に実質的な変更はございません。 

変更内容の詳細につきましては、以下のとおりであります。 

所有株式数 
6 ヶ月付与ポイント数 

（月間利用限度ポイント数） 
所有株式数 

6 ヶ月付与ポイント数 
（月間利用限度ポイント数） 

1,000 株以上 18 ポイント （ 8 ポイント） 200 株以上 18 ポイント （ 8 ポイント） 

2,000 株以上 24 ポイント （10 ポイント） 400 株以上 24 ポイント （10 ポイント） 

3,000 株以上 30 ポイント （12 ポイント） 600 株以上 30 ポイント （12 ポイント） 

5,000 株以上 36 ポイント （14 ポイント） 1,000 株以上 36 ポイント （14 ポイント） 

10,000 株以上 42 ポイント （16 ポイント） 2,000 株以上 42 ポイント （16 ポイント） 

30,000 株以上 48 ポイント （18 ポイント） 6,000 株以上 48 ポイント （18 ポイント） 

50,000 株以上 54 ポイント （20 ポイント） 10,000 株以上 54 ポイント （20 ポイント） 

（下線部分は変更箇所） 

以 上 

現在の優待基準 変更後の優待基準 


